
平成２３年度町長施政方針 
 

 本議会に提案しております平成２３年度一般会計及び特別会

計の各予算をはじめ，関係諸議案の審議をお願いするに当たり，

私の所信の一端と予算編成の基本的事項を申し述べ，議員各位並

びに町民の皆様のご理解を得たいと存じます。 

 

私は，町政の舵取りを託されて８年目となりますが，この間，

身の丈にあった町民目線の行政を推進してまいりました。 

なかでも，本町の地域性を活かし，子育てしやすい，安全・安

心なまちづくりを進めてきたところです。 

また，現場にこそ知恵やヒントがあるとの考えのもと，できる

だけ現場に出向き，多くの町民の皆様からのご意見・ご提言をい

ただき，これを施策に反映させてまいりました。 

平成２３年度から「第４次海田町総合計画」がスタートします

が，これまでの基本的な考え方は継続するとともに，本計画の基

本構想に掲げる都市像「ひと輝く・四季彩のまち かいた」の実

現を目指してまいります。 

なお，平成２３年度は新たな施策の実現に向けた，いわば仕込

みの年となりますので，主に各種の計画策定や実施設計を行い，
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これらを通じ，今後それぞれしっかりと成果を結実させてまいり

ます。 

 

次に，本町を取り巻く諸情勢について申し上げます。 

日本経済の情勢でございますが，景気は昨年秋から足踏み状態

にあり，失業率が高水準にあるなど，国民生活に密接に関連する

雇用情勢も厳しい状況にあります。また，デフレが続いており，

円高など景気の下押しリスクの要因もありますが，今後は，世界

経済の緩やかな回復が期待される中で，景気の踊り場を脱する動

きが進むと見込まれています。 

 

 国の予算編成においては，｢成長と雇用の実現，デフレ脱却へ

の道筋｣等の基本理念のもと，新成長戦略の実現及びマニフェス

ト主要事項等の重要な政策課題を重点分野と位置づけ，徹底した

予算の組み換えと無駄の削減，事業仕分けの適切な反映，財政運

営戦略の着実な実施等を基本的考えとし，予算編成がなされてい

るところでございます。 

 

 また，県の予算編成においては，ひろしま未来チャレンジビ 

ジョンの「人づくり」，「新たな経済成長」の重点２分野を中心に，
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集中的な取り組みを進めつつ，平成２２年度２月補正予算と一体

的で切れ目ない「緊急経済・雇用対策」を進めるとともに，これ

らを支える財政面での基盤づくりとして，「中期財政健全化計

画」に基づく財政健全化の取り組みを進めることとされています。 

  

次に，平成２３年度の地方財政につきましては，企業収益の回

復等により，地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が増

加する一方，社会保障関係費の自然増や公債費が高い水準で推移

することなどにより，職員定数削減や人事委員会勧告等の反映に

伴い給与関係費が減少してもなお，依然として大幅な財源不足が

生じるものと見込まれています。 

 

 本町の平成２３年度の財政状況につきましては，歳入において

は個人住民税や固定資産税の減はあるものの，自動車関連企業の

業績良化などにより法人町民税の大幅な増が見込まれ，税収全体

では，平成２２年度当初予算に比べて，約１億３千万円，３．３％

の増となっております。一方歳出においては，子ども手当や生活

保護費の増などにより，扶助費全体で，約２億７千万円，    

１５．７％の増となっております。財源不足への対応としては，

財政調整基金約１億７千万円を取り崩すことにより，不足を補い
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ます。 

 

次に，行財政運営につきましては，これまでの財政健全化の取

り組みにより，職員定数管理や給与改定による職員人件費の減や，

町債残高の縮減による公債費の減など，一定の成果をあげてきて

おります。今後も，将来世代へ過度の負担を残さない持続可能な

行財政運営に努めてまいります。 

 

 本町の予算編成においては，一般行政経費のマイナスシーリン

グの実施や，更なる事務事業費の精査を行うなど財源確保に努め，

限られた財源の中で，第４次海田町総合計画に掲げられた各種施

策の推進に財源を重点的に配分しました。 

 

 

それでは主な事業につきまして，総合計画に示された施策の方

向に沿ってご説明いたします。  
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１ 子どもがいきいきと育つまちをつくろう  

 

第１点目は，「子どもがいきいきと育つまちをつくろう」でご

ざいます。 

子育てしやすい環境の整備  

 

「子育てしやすい環境の整備」につきましては，すべての子育

て家庭において，子どもを安心して産み育てることができるよう，

子育て支援の施策の拡充のため，新たに「こども課」を創設し，

支援サービスの充実に向けた取り組みを行ってまいります。 

 

また，子どもを持つ家庭の育児不安の解消を図るため，ひまわ

りプラザ，海田児童館，町民センターの３か所の子育て支援セン

ターを中心に子育て相談・親子教室，食育講座等を行い，親子で

気軽に集うことができる場づくりを引き続き行ってまいります。 

また，次代を担う子どもたちの健全な育成を願い，親子でふれ

あい，絆を深めるためのイベント「ワッショイ！かいた」の開催

や３人乗り自転車の貸し出しを引き続き行ってまいります。 

 

保育サービスにつきましては，多様化する保育ニーズを踏まえ，
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引き続き保育所での延長保育や一時保育などの特別保育事業の

充実を図るとともに，認定こども園などの新たな保育サービス事

業の研究にも努め，待機児童の解消に取り組んでまいります。 

また，保育所入所園児の感染症情報の集約を図り，早期の予防

対策と感染拡大予防を行ってまいります。 

畝保育所につきましては，施設の建築年数を踏まえ，待機児童

を解消するための定員数の見直しや保護者の送迎しやすい環境

整備を図り，できるだけ早期に再整備を行うための実施設計を行

ってまいります。 

 

その他，保育所での未就園児に対する園庭開放や妊婦に対する

保育体験事業，会員同士による子育て援助を行うファミリーサポ

ートセンター，シルバー人材センターの託児支援やヘルパー派遣

事業など子育て支援の充実を図ってまいります。 

 

次に，子育て世帯への経済的な負担の軽減として，乳幼児等医

療費の助成対象範囲を小学生までの入院医療費助成から中学生

までの入院医療費助成に拡大してまいります。 

また，子どもを対象とした各種手当の支給や，２人以上同時に

保育所に入所した場合の保育料の軽減などを引き続き行ってま
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いります。 

 

子どもが健やかに育つ環境の整備  

 

「子どもが健やかに育つ環境の整備」につきましては，引き続

き，児童クラブにおいて下校後に保護者等が家庭にいない小学校

低学年の児童を対象に基本的生活習慣，道徳性，社会性の育成に

努め，放課後等の児童の健全育成を図ってまいります。 

また，受入れ児童の増加する海田南児童クラブにつきましては，

新たに児童クラブ施設を設けるための実施設計を行い，早期に適

切な運営ができるよう取り組んでまいります。 

 

また，放課後の子どもの健やかな活動場所をつくるとともに，

住民の学習成果の地域への還元活動の場として，放課後子ども教

室を実施してまいります。 

 

特に配慮が必要な子どもや家庭につきましては，子育て支援ネ

ットワークの充実を図るとともに，児童虐待の早期発見や虐待事

案が生じた場合の児童の安全確認等を速やかに行うための体制

整備を行ってまいります。 
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また，障がいを持つ児童に対しても，適切な対応ができる体制

づくりに努めてまいります。 

また，母子自立支援員による，ひとり親家庭への相談・指導体

制の充実を引き続き図るとともに，経済的な支援も行ってまいり

ます。 

 

学校教育の充実  

 

｢学校教育の充実｣につきましては，すべての児童生徒が調和の

とれた「生きる力」を育むことを目標に掲げ，小学校と中学校の

教職員が９年間を見通して児童生徒を育てるという視点に立っ

て，「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」を育むとともに，

地域に開かれた信頼と特色のある学校づくりや教育環境の整

備・充実に取り組んでまいります。 

 

まず，「確かな学力」の育成のために，授業で勝負する教師の

力量を高めるための研修を充実したり，小学校外国語活動指導助

手を配置したりするなどの具体的な施策を展開してまいります。 

「豊かな心」の育成のために，道徳の時間を要とし，体験活動

や読書活動を通して児童生徒が自己指導能力を身に付けること
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ができるような生徒指導体制を確立し，一貫した指導を行ってま

いります。 

「健やかな体」の育成のために，汗する活動を通して児童生徒

の体力の向上や食育・健康教育の充実を目指してまいります。 

 

 次に，子どもの安全・安心の確保につきましては，学校施設中

長期整備計画を策定し，学校施設の計画的整備を行うとともに学

校安全ボランティア活動を推進してまいります。 

 

 

 

心豊かでたくましい青少年の育成 

「心豊かでたくましい青少年の育成」につきましては，家庭や

地域の教育力の向上を目指し，家庭教育講座など親の学習機会を

拡充し，地域ぐるみでの子育てが行われるよう地域の人材の発

掘・育成に努めてまいります。 

また，青少年が元気でいきいきと活動できるよう，文化・スポ

ーツ活動や自然体験，ボランティア活動など多種多様な感動体験

ができる機会の充実を図ってまいります。 

 

読書を通じて，青少年の豊かな知識や人間性を育んでいくため，
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生涯にわたって子どもの読書習慣が身につくよう，引き続きブッ

クスタート事業を実施してまいります。そして，新設する「図書

館幼児児童コーナー」においても，読書習慣がより定着していく

よう取り組んでまいります。 

また，青少年向けの図書資料を充実し，読書活動の環境を整備

することにより，乳幼児から青少年まで総合的かつ計画的な子ど

もの読書活動の推進を図ってまいります。 
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２ だれもが尊重され活躍するまちをつくろう 

第２点目は，「だれもが尊重され活躍するまちをつくろう」で

ございます。 

生涯学習の推進  

 

「生涯学習の推進」につきましては，住民が生涯にわたって学

び，生き甲斐のある充実した生活を送れるよう，多様化・高度化

する学習ニーズへ対応した多彩な学習機会の確保や，学習成果を

発揮できる場を提供するなど，住民の学習活動を支援してまいり

ます。また，住民が快適な環境で学習できるよう生涯学習関連施

設の整備・充実に努めてまいります。  

 

地域文化の継承と創造  

 

「地域文化の継承と創造」につきましては，町の地域文化の再

発見や継承に努めてまいります。また，新たな文化の創造として，

「クラシックコンサート」の実施など，優れた芸術文化に接する

機会や情報を住民に提供するとともに，住民の主体的な文化活動

の支援を行ってまいります。 
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スポーツのまち・海田づくり   

 

「スポーツのまち・海田づくり」につきましては，子どもから

高齢者まで楽しみながらスポーツに親しみ，スポーツを通して健

康づくりや体力向上が図れる環境を整備してまいります。 

また，いつでも身近な施設でスポーツ活動を行えるよう，学校

開放事業を継続してまいります。 

町内スポーツ団体については，技術の向上を目指し，団体相互

の交流が図れるよう，引き続き支援を行ってまいります。 

 

人権尊重と人間性豊かな人づくり  

 

「人権尊重と人間性豊かな人づくり」につきましては， 花の

栽培を通じて命の大切さを考える人権の花運動，啓発映画等の上

映，人権住民学習会などを行い，人権を守り，大切にしていく明

るく住み良いまちづくりに取り組んでまいります。 

 

男女共同参画社会の形成  

 

「男女共同参画社会の形成」につきましては，「海田町男女共
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同参画基本計画」に基づき，性別に関係なく，互いの人権が尊重

される社会の実現を目指し，理解と関心を深めるよう広報・啓発

に努めるとともに，町の各種審議会等の委員への女性の登用にも

努めてまいります。 

 

多文化共生社会の形成  

 

「多文化共生社会の形成」につきましては，国籍にかかわらず，

すべての人々が暮らしやすいまちの実現を目指し，住民の皆様の

意識啓発を図るための講座の開催や情報の提供を行ってまいり

ます。 

また，多文化共生の施策展開に当たっては，海田町国際交流協

会との連携を密にするとともに，引き続き協会の行う事業に対す

る支援を行ってまいります。 
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３ 健康で人にやさしい安心のまちをつくろう  

 

第３点目は，「健康で人にやさしい安心のまちをつくろう」で

ございます。 

健康づくりの推進  

 

「健康づくりの推進」につきましては， 子どもの健やかな成

長を支援していくため，４か月までの赤ちゃんの全戸訪問事業や

未受診者訪問，出産や育児に関する相談，健康教育事業などを通

じて，子育て支援に関する情報を提供し，母親の育児不安の軽減

や虐待の未然防止に努めてまいります。 

また，発達障害傾向にある子どもを支援するため，専門医師や

心理士による発達相談事業を引き続き実施するとともに，新たに，

５歳児を対象とした「幼児発達支援教室」を実施するなど，保健

事業の充実を図ってまいります。 

 

妊婦一般健康診査につきましては，引き続き，１４回分の健診

を公費で負担するとともに，成人Ｔ細胞白血病ウイルス抗体検査

に加え，新たにクラミジア抗原検査の助成を行い，妊婦の健康管

理の充実や経済的負担の軽減を図ってまいります。また，過酷な
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勤務環境にある産科医師に対し，引き続き支援を行ってまいりま

す。 

 

保険診療の対象とならない不妊治療を受けた方に対しまして

は，経済的負担の軽減を図るため，引き続き不妊治療費の助成を

行ってまいります。 

 

次に，生活習慣病の予防につきましては，特定健診・がん検診

の受診率向上を目指すとともに，糖尿病予防教室やふれあいウォ

ーキング，水中健康教室，元気づくり応援講座などの健康づくり

事業を推進し，引き続き疾病予防対策に取り組んでまいります。 

 

また，健康づくりに関心が高まるように，子どもから高齢者ま

での幅広い年齢層を対象とした「健康・食育フェア」を    

「ワッショイ！かいた」と一体的に実施し，住民の健康増進や健

全な食生活の実現を目指してまいります。 

 

がん検診につきましては，女性特有のがん検診推進事業を引き

続き実施し，受診率の向上を目指してまいります。また，大腸が

ん検診につきましても，特定の年代に達した方を対象に，無料 
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クーポン券や検診手帳を配布し，検診料の自己負担分を免除する

など，検診を受けやすい環境を整備し，疾病の早期発見・早期治

療につながるよう努めてまいります。 

 

予防接種事業につきましては，ポリオや麻しんなどの定期予防

接種の接種率の向上に努めるとともに，平成２３年１月から開始

した，子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンの接種事業を

引き続き実施し，感染症の予防対策に取り組んでまいります。 

 

自殺予防対策につきましては，引き続き，支援が必要な個別の

ケースへの対応や相談支援事業を実施するとともに，新たに，住

民一人ひとりが自殺予防に関する理解を深めるよう，講演会等の

啓発活動に取り組んでまいります。 

 

歯科保健につきましては，乳幼児期における歯科健診や歯科保

健指導を実施してまいります。また，妊婦歯科健康診査や節目年

齢の方を対象とした歯周疾患検診も引き続き実施し，生涯を通じ

た歯の健康づくりを推進してまいります。 

 

食育の推進につきましては，食を通じて生涯にわたる健康づく
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りが実践できるよう，学校，家庭，地域等における食に関する取

り組みを支援してまいります。 

また，新たな取り組みとして，食文化の再発見と伝承，食の安

全教室，食事バランスガイドの普及啓発キャンペーンを実施する

など，食の重要性の啓発に取り組んでまいります。 

 

地域医療体制の整備につきましては，地域医療を担う医師の確

保や配置調整，育成等を推進するため，広島県が平成２３年度に

設立する「（仮称）広島県地域医療推進機構」の運営に対する支

援を行ってまいります。 

 

豊かな高齢社会の形成  

 

「豊かな高齢社会の形成」につきましては，「高齢者福祉計画」

に基づき，高齢者の方々が，元気でいきいきとした生活が送れる

よう，生きがい対策事業や日常生活支援事業の推進に取り組んで

まいります。 

また，福祉センターにつきましては，引き続き海田町社会福祉

協議会が指定管理者となり，管理運営を行ってまいります。 

次に，退職後の皆様がこれまで培った豊かな経験と知識を活か
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し，活動的な高齢者として，地域へ貢献しながら豊かで健康的な

生活を送っていただけるよう，生きがい対策の拠点となる，シル

バー人材センターや老人クラブなどに対して，引き続き支援を行

ってまいります。 

 

障がい者福祉の推進  

 

「障がい者福祉の推進」につきましては，今後の障がい者福祉

施策の総合的な推進を図るため，「障がい者基本計画」の策定を

行ってまいります。また，併せて今後必要とされる障がい福祉サ

ービスの利用と促進を図るための「障がい福祉計画」の策定に取

り組み，障がい者の方の自立と社会参加の実現を図ってまいりま

す。 

また，障がい者の方に対する相談窓口の充実に加え，各種手当，

医療費助成をはじめ，各種福祉サービスなどの利用者負担の軽減

にも取り組んでまいります。 

 

精神保健事業につきましては，引き続き通院医療費助成を行い，

精神障がい者の方が安心して治療を受け，安定した生活ができる

よう経済的負担の軽減を図るとともに，福祉サービスの利用を促
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進し，精神障がい者の方の在宅支援に努めてまいります。 

 

次に，難病患者等支援事業につきましては，新たに，小児慢性

特定疾患の方を対象に，日常生活用具の給付事業を実施し，安心

して療養生活が送れるよう支援体制の整備を図ってまいります。 

 

地域福祉の推進と総合的なサービスの提供  

 

「地域福祉の推進と総合的なサービスの提供」につきまして 

は，引き続き，社会福祉協議会，民生委員等と連携し，福祉活動

の充実を図り，地域に密着した人々にやさしい思いやりのあるま

ちづくりの推進に努めてまいります。 

 

福祉事務所につきましては，生活上の不安解消や生活支援に向

け，事務処理体制の強化を図り， 迅速で細やかな対応を行って

まいります。 

また，就労意欲のある離職者のうち，就労の基盤となる住居を

喪失した方などに対する住宅手当の支給を行うとともに，就労機

会への支援など，地域でのセーフティネットの役割を果たすよう，

引き続き取り組んでまいります。 
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交通安全対策の推進  

 

「交通安全対策の推進」につきましては，より安全に配慮した

交通安全施設の充実，強化に努めるとともに，官民一体となって

交通安全運動を強力に推進するため，引き続き海田町交通安全協

会の活動を支援してまいります。 

  

福祉のまちづくりの推進  

 

「福祉のまちづくりの推進」につきましては，海田市駅を中心

とした区域を，高齢者や体の不自由な方にも利用しやすく安全に

するため，バリアフリー整備計画の策定を進めてまいります。 

 

防犯対策の推進  

 

「防犯対策の推進」につきましては，「夜間防犯パトロール事

業」が犯罪の抑止に一定の成果が見込まれることから，引き続き

実施し，更なる犯罪の防止に努めるとともに，防犯の普及・推進

のため積極的に活動を展開している海田町防犯組合連合会等の

取り組みを支援してまいります。 
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消費者行政の推進  

 

「消費者行政の推進」につきましては，引き続き悪質商法等に

関するタイムリーな情報提供を徹底するとともに，出前講座等で

啓発活動を展開し，消費者トラブルの未然防止に努めてまいりま

す。 
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４ 環境にやさしく快適なまちをつくろう  

 

第４点目は，「環境にやさしく快適なまちをつくろう」でござ

います。 

地球温暖化対策の推進  

 

「地球温暖化対策の推進」につきましては，ひまわりプラザの

屋上に太陽光発電システムを設置し，地球温暖化の一因といわれ

ておりますＣＯ２の削減に取り組んでまいります。 

また，平成２１年度から実施している住宅用太陽光発電システ

ム等への設置補助金を，引き続き実施してまいります。 

さらに，公共施設へのみどりのカーテン設置を引き続き実施す

るとともに，海田町地球温暖化対策地域協議会と協力し，みどり

のカーテンの地域への定着を目指してまいります。 

 

環境保全と循環型社会の形成  

 

「環境保全と循環型社会の形成」につきましては，快適な都市

環境，生活環境の保持・増進に向け，住民や事業者，関係団体等

と連携しながら，ゴミの減量化やリサイクルなど３Ｒを推進し，

－ 22 － 



ゴミの適正な処理などに取り組んでまいります。 

 住民の皆様には，「ごみの減量化」や「リサイクルの推進」の

重要性を十分認識していただくよう啓発を行い，不法投棄の防止

にも努めてまいります。 

平成２３年度は，焼却炉棟を解体するための準備として，「ご

み焼却施設解体工事に伴う実施設計及び事前調査」を行い，平成

２４年度に焼却炉棟の解体工事を実施する計画としております。 

 

住宅・住環境の整備  

 

「住宅・住環境の整備」につきましては，老朽化した町営住宅

の効率的かつ円滑な維持管理を推進するため，長寿命化計画を策

定してまいります。 

 

公園緑地の整備  

 

「公園緑地の整備」についてでございますが，都市計画公園で

ある三迫公園につきましては,用地買収を引き続き進め，平成２３

年度で買収を完了させる予定でございます。また，下水道の供用

開始に伴いトイレの改修を行ってまいります。 
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寺迫コミュニティ広場及び南大正町ちびっこ公園につきまし

ては，利用者の利便性の向上を図るため，トイレを新設してまい

ります。 

 

海田総合公園の管理につきましては，引き続き平成２６年度ま

で指定管理により管理運営を行ってまいります。 

 

自然と文化が息づくうるおいのある環境づくり  

 

「自然と文化が息づくうるおいのある環境づくり」につきまし

ては，貴重な森林を守るため，「ひろしまの森づくり事業交付金」

を活用し，山林の荒廃を防ぎ，適切な維持管理と整備に努めてま

いります。  
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５ 都市基盤を整え生かすまちをつくろう  

 

第５点目は，「都市基盤を整え生かすまちをつくろう」でござ

います。 

拠点づくりと計画的な土地利用の推進  

 

「拠点づくりと計画的な土地利用の推進」についてでございま

すが，広島市東部地区連続立体交差事業につきましては，事業主

体の広島県が，引き続き用地買収及び鉄道高架の詳細設計を進め

られることとなっております。 

 

 海田市駅南口土地区画整理事業につきましては，引き続き，関

係権利者とともに，町の活性化につながる駅前にふさわしい土地

利用を検討し，仮換地指定の手続きを進めてまいります。また，

これと並行して海田市駅南口線整備事業を行ってまいります。 

 

 農地の保全につきましては，イノシシによる農作物被害の増加

や，住民の皆様の不安を取り除くため，国の鳥獣被害防止総合対

策交付金事業を活用し，駆除活動に対する支援の拡充を図ってま

いります。 
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災害に強いまちづくりの推進  

 

「災害に強いまちづくりの推進」につきましては，災害情報の

伝達において，３月１日から運用を開始しました全国瞬時警報シ

ステムによる緊急情報や，同報系防災行政無線の適切な運用に努

めるとともに，町内放送を補完する伝達手段として「防災ラジオ」

の整備を進めてまいります。 

また，災害時要援護者の皆様が安心・安全に暮らすことができ

るよう，避難支援体制の確立に努めてまいります。 

 

消防団につきましては，消防車両の更新を進めるとともに，団

員の迅速かつ確実な初動体制の確立を図るため，メール配信によ

る参集システムの拡充を図ってまいります。 

 

消防事務につきましては，引き続き広島市への事務委託を実施

し，高い消防力並びに強靭な組織力をもって，住民の皆様に「安

全で安心な暮らし」を提供してまいります。 

 

また，町内の河川や林道，急傾斜地を適正に管理し，安全で安

心な環境にしてまいります。 
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交通網の整備  

 

「交通網の整備」についてでございますが，都市計画道路につ

きましては，中店小学校線の用地買収を引き続き進めてまいりま

す。 

生活道路の整備につきましては，円滑で安全な通行を確保する

ため，蟹原二丁目地内の町道６号線１工区整備事業を進めてまい

ります。 

また，歩行者の安全確保を図るため，町道３号線の呉線踏切改

良の実施設計を行ってまいります。 

 

道路の修繕につきましては，損傷箇所の改善や安全確保のため，

三迫一丁目地内の町道１４４号線や堀川町地内の町道２５８号

線等の舗装修繕工事を実施してまいります。また，東二丁目地内

の町道１２３号線に転落防止柵を設置して，安全対策を講じてま

いります。 

 

町内循環コミュニティバスにつきましては，持続可能な運行の

ための利用促進と運行経費の削減に努めるとともに，交通不便地

区の解消に向けて，引き続き検討してまいります。 
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６ 産業と働く人が元気なまちをつくろう  

 

第６点目は，「産業と働く人が元気なまちをつくろう」でござ

います。 

雇用の場の確保  

 

「雇用の場の確保」につきましては，雇用の安定と雇用の場の

創出・拡大を図るため，関係機関との連携を図り，さまざまな情

報の提供をしてまいります。 

また，平成２３年度で終了となる広島県緊急雇用対策基金制度

を活用し，引き続き，雇用の創出を図ってまいります。 

 

工業・商業の振興  

 

「工業・商業の振興」につきましては，地域の工業・商業が持

続的に発展していけるよう，広島安芸商工会を支援し，経営指導

体制の強化，経営の安定化を図ってまいります。 

また，引き続き，金融機関に中小企業への融資用資金を預託し，

設備の近代化や充実に必要な資金の円滑化に努めてまいります。 
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７ 参加と連携でまちづくりの推進力をつくろう 

第７点目は，「参加と連携でまちづくりの推進力をつくろう」

でございます。 

地域活動と協働のまちづくりの推進  

 

「地域活動と協働のまちづくりの推進」につきましては，住民

の皆様や企業，行政等がそれぞれの特性を生かし，連携したまち

の実現を目指し，町職員の意識や実践力を高めるための研修や，

新たな人材発掘のための研修を実施してまいります。 

また，まちづくりに関する情報の積極的な発信と情報ニーズの

把握を図るとともに，引き続き自治会活動の支援を行ってまいり

ます。 

そのほか，町長のぶらり訪問やタウンミーティングなどを通じ

て住民の皆様の生の声を町政運営に反映してまいります。 

 

交流と定住・居住の促進  

 

「交流と定住・居住の促進」につきましては，「住んでよかっ

た」「住み続けたい」 と思っていただけるよう，魅力あるまちづ
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くりに取り組むとともに，積極的に情報提供してまいります。 

また，交流・定住施策について，調査・研究を行ってまいりま

す。 

 

 

 

 

基礎自治体としての基盤整備と広域的な連携 
地方分権に対応した 

「地方分権に対応した基礎自治体としての基盤整備と広域的

な連携」につきましては，広域的な課題などの解決に向けて，関

係市町と交流を深めるとともに，国・県等関係機関との連携を図

ってまいります。 

 

必要に応じた組織・機構の見直しにつきましては，組織の効率

化を図るため，福祉課を社会福祉課とこども課に分けて，それぞ

れの専門性を高めるとともに，子育て支援の充実を行ってまいり

ます。 

また，まちづくり推進室，海田市駅周辺まちづくり事務所を廃

止して，分掌事務をそれぞれ企画課及び建設課に移して事務の効

率化を図ってまいります。 
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次に，情報通信技術の充実・活用につきましては，外国人住民

の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を目的とした改正住

民基本台帳法が平成２４年７月に施行されることから，施行日ま

でに，住民基本台帳システムなどの改修を行ってまいります。 

 

町税等の収納対策につきましては，長引く景気の低迷により，

納税者にとって厳しい状況が続いていますが，新たな滞納を発生

させないよう納付相談を継続的に実施します。また，文書や電話

催告により，払い忘れの方に注意を喚起してまいります。 

納付方法につきましては，年々利用件数が増えているコンビニ

納付と併せて，口座振替制度を推奨し，納税者の利便性の向上に

努め，収納率の向上を目指してまいります。 
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８ 特別会計  

 

第８点目は，「特別会計」でございます。 

 

公共下水道事業特別会計  

 

「公共下水道事業特別会計」につきましては，雨水整備及び汚

水整備を引き続き進めてまいります。 

雨水整備につきましては，浸水地区の解消を図るため曽田地

区・国信一丁目地区の整備に着手してまいります。  

 汚水整備につきましては，海田中央第３処理分区の畝一丁目地

区及び海田東第１処理分区の稲葉，東一丁目，東二丁目，三迫二

丁目地区の幹線整備と面整備を進めてまいります。 

 これにより整備面積は，約４３８ ha ，処理人口は，     

約２６，９００人となり，全体面積の７１．６％が整備され，人

口普及率は９３．０％になる予定でございます。 

 

 
国民健康保険特別会計 

   

「国民健康保険特別会計」につきましては，景気低迷による収
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納率の低下や年々増加する医療費により，保険財政は財源不足を

生じる状況にあります。 

この財源不足を補うためには，本来，保険税の改正を行うべき

ものではありますが，既に高水準にある税額や社会経済情勢を勘

案した結果，平成２３年度も，加入者の新たな負担増となる税改

正は見合わせることとし，一般会計からの繰入れにより対応する

こととしております。 

今後とも，安定した保険税収を確保するため，口座振替納付や

コンビニ納付の促進を図るとともに，納税相談や電話による催告

を継続的に実施するなど，なお一層の収納率向上に努めて財源確

保を行ってまいります。 

また，年々増加する医療費の適正化を推進するため，引き続き

レセプト点検の強化，重複・頻回受診者への訪問指導及びジェネ

リック医薬品希望カードの利用促進を図ってまいります。 

次に，保健事業につきましては，引き続き生活習慣病対策とし

て行っている特定健康診査や保健指導の効果的な実施に向けて，

訪問や電話による受診勧奨を行うなど，受診率の向上に努めてま

いります。 

また，健康保持や疾病予防を目的とした，栄養指導や運動教室

などの「健康づくり事業」を，引き続き実施してまいります。 
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介護保険特別会計    

 

「介護保険特別会計」につきましては，引き続き，介護予防事

業を実施するとともに，認知症を正しく理解していただくための

講座の開催や，訪問による介護相談事業の継続により，見守り体

制の強化を行ってまいります。 

さらには，平成２３年４月１日の小規模多機能型居宅介護事業

所の開設により，居宅介護の受け皿の拡充を行ってまいります。 

また，要介護認定の適正化やケアプラン点検事業など，国の指

針に基づいた介護給付適正化事業を実施するとともに，保険給付

の管理及び介護保険料の賦課徴収事務などの適正化と効率化を図

り，健全な保険財政の運営に努めてまいります。 

 

 
後期高齢者医療特別会計 

 

「後期高齢者医療特別会計」につきましては，後期高齢者医療

制度に基づき，運営主体の広島県後期高齢者医療広域連合と共同

し，高齢者の皆様が安心して医療を受けられるよう，新たな高齢

者医療制度が施行されるまで適正な運営に努めてまいります。 
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水道事業会計 
 

 

「水道事業会計」につきましては，安全でおいしい水を安定的

に供給するという水道の使命を達成するため，水道施設の延命化

や更新を推進してまいります。   

水道管につきましては，順次耐震管を採用し，更新してまいり

ます。また，水道施設につきましては，石原配水池に引き続き，

平成２３年度も国信配水池と国信浄水場の耐震２次診断を行い，

計画的に施設の更新や延命化を図ってまいります。 

 

 

 

以上，それぞれの会計における，その概要をご説明申し上げま

したが，これらの諸施策，諸事業を推進するために，職員を督励

し，効率的な行財政運営に努め，町政発展に邁進する所存でござ

います。 
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